
次の対象区域において，建築基準法第８６条の２第１項の規定に基づく認定

をしましたので，同条第６項の規定に基づき公告します。 

 その関係図書は，京都市都市計画局建築指導部建築指導課において，一般の

縦覧に供します。 

  平成２５年２月１２日 

京都市長 門川 大作   

 

１ 認定事項 

認定番号 認定年月日 対象区域 

１１－００７ 
平 成 ２ ５ 年 

２ 月 ５ 日 

京都市下京区下之町３番地７，３番地９，

３番地１０，３番地１４，３番地２１，３

番地２７，９番地２，１０番地２，１３番

地２，１４番地２，１５番地，１５番地２

から１５番地６まで，１５番地８から１５

番地２５まで，１５番地２７，１５番地２

８，１６番地，１６番地１から１６番地３

まで，１７番地１から１７番地１１まで，

１８番地１から１８番地３まで，１９番地

２，２０番地１から２０番地４まで，２０

番地６から２０番地１５まで，２１番地１

から２１番地８まで，３２番地，３３番地，

５６番地，５６番地１，５６番地２，５７

番地１，５８番地１２から５８番地１４ま

で，５８番地２２から５８番地２５まで，

６０番地，６２番地，６３番地，６４番地，

６４番地１，６７番地，７０番地及び７１

番地並びに同区西之町９番地，９番地３，

９番地７，１１番地２から１１番地４まで，

１１番地６，１２番地２，１３番地，１３ 



  

番地１，１３番地２，１４番地，１５番地，

１６番地，１６番地１，１６番地２，１７

番地，１７番地１，１８番地，１８番地１，

１９番地１から１９番地３まで，２０番地，

２０番地１，２２番地１，２３番地，２３

番地１，２３番地２，２４番地，２４番地

１から２４番地１１まで，２５番地，２５

番地１から２５番地４まで，２８番地１，

２８番地２及び２９番地１ 

 

２ 縦覧期間 

京都市の休日を定める条例第 1条に定める本市の休日を除く日の午前 8時 45

分から午後 5 時 30 分まで(ただし，正午から午後 1 時までは除く。) 

 

（都市計画局建築指導部建築指導課） 


